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はじめに（案） 

高知港は、土佐湾の中央に位置する重要港湾で、古くから京阪神と南四国を結ぶ海上交

通の要衝として機能しており、昭和 26年に重要港湾に指定され、地域の物流拠点として大

きな役割を果たしてきました。これからの高知港には、今後訪れる人口減少や少子高齢化

社会に対応するためにも、地域産業の持続的な発展や災害時の防災拠点として、産業や背

後圏に住む人々の生活を支えていく役割が求められています。 

高知港の港湾計画は平成 12 年に改訂されていますが、改訂から既に 15 年以上経過して

おり、その間にはフェリー航路の廃止やセメント工場の生産中止、高速道路の延伸など、

港を取り巻く状況や、港の利用状況は大きく変化しています。また、平成 23年の東日本大

震災を契機として大規模災害時における港湾の役割が変化しつつあり、さらには南海トラ

フ地震から高知市を守るための三重防護事業の取り組みなど、高知港における地震・津波

対策が本格化しており、高知港の将来像について見直す時期を迎えています。 

このような状況の中、高知港の概ね 20～30年後の将来像や、それを実現するための施策

の方向性を示した「高知港長期構想」を策定しました。長期構想では 3 つの視点（産業振

興や経済成長を牽引する物流・生産拠点としての“みなと”、国内外の旅行客や市民に開

かれた交流の場としての“みなと”、自然災害や老朽化に対して安全や安心を確保できる

“みなと”）のもと、「太平洋を介して世界と結び、生活や産業を支え、成長の活力をつ

くり出す 高知港」を将来像として掲げています。 

 

長期構想策定にあたっては学識経験者等、港湾関係者等、行政機関等で構成する高知港

長期構想検討委員会を設置して、幅広く長期的な視点から検討いただきました。この長期

構想策定にご協力いただきました方々に、感謝申し上げます。 

今後はこの長期構想を踏まえ、「太平洋を介して世界と結び、生活や産業を支え、成長

の活力をつくり出す 高知港」の実現を目指していきたいと考えておりますので、皆様のご

理解、実現に向けたご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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第1章 高知港の現況と課題 

1.1. 高知港の現況 

1.1.1. 高知港の概要 

（1） 高知港の概要 

高知港は、高知県のほぼ中央部にある南北に細長い港で、港口は西に桂浜、東に種

崎の砂浜が延びて太平洋の荒波を遮る天然の良港となっています。昭和 10年代前半に

は内港の臨海部に多くの企業が立地し、県経済を支える港としての役割を担ってきた

ことから、昭和 26 年に重要港湾に指定されています。 

現在では、我が国の鉄鋼産業に不可欠な石灰石の積み出し基地としての役割に加え、

国際コンテナ定期航路の開設や外航クルーズ船の寄港に対応した岸壁整備等により、

国際物流拠点・観光振興の拠点として重要な役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 高知港と四国の重要港湾の位置 

資料：四国地方整備局ＨＰ 
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（2） 高知港の沿革 

高知港は、古くは浦戸港と呼ばれ、南北に細長い静穏な泊地を形成しています。し

かし、湾口部は岩礁など船の出入りに支障をきたすことが多かったため、長宗我部元

親や野中兼山が湾口部の航路埋没防止を図りました。 

明治時代に入ると、西洋文明の流入に伴い船型も大型化し、阪神方面との海上輸送

が活発化してきたため、明治 19年に浦戸湾の改修に着手しました。 

昭和 10 年から昭和 15 年にかけて、港 6 社と呼ばれる日本セメント（現太平洋セメ

ント）、東洋電化、宇治電化学、南海化学、神戸製鋼、東京製鉄が立地しました。 

昭和 13年には開港場に指定され、同時に港名を高知港と改めました。また潮江地区

には水深 7.5m岸壁を完成させ、3,000トン級船舶の入港が可能となりました。 

昭和 26 年に重要港湾に指定され、昭和 35 年に高知港の新規港湾計画が承認されま

した。 

しかし、昭和 45 年 10 号台風により高知市が高潮災害を受け、市民の間に防災意識

が高まり、港内整備の再検討がなされ、昭和 49年に種崎地区を中心とする港湾計画が

策定されました。 

昭和 56 年には高知新港の位置を種崎地区から三里地区に変更する港湾計画の改訂

を行い、昭和 63年には高知新港の工事が本格的に着工されました。 

平成 10 年 3 月、高知新港が一部供用を開始し国際コンテナ定期航路が開設され、

30,000 トン級大型貨物船も入港することとなりました。 

平成 26年 5月にはメインバース、耐震強化岸壁を供用開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 高知港の俯瞰 
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表 1-1 高知港の沿革 

天正年間 

（1575～92 年） 

長宗我部元親が土佐一国の領主となり、港口南岸勝浦浜の突堤築造 

寛文年間 

（1661～63 年） 

野中兼山が突堤、導流提などの港口改善・修築を図る 

明治 19 年 浦戸湾の改修に着手 

昭和 2 年 第二種重要港湾となる 

昭和初期 重軽工業の発達等により輸移出入貨物が増加、工業物資の集散地とし

て繁栄 

昭和 10 年～ 

昭和 15 年 

日本セメント（現太平洋セメント）、東洋電化、宇治電化学、南海化学、

神戸製鋼、東京製鉄が立地 

昭和 13 年 高知港開港 

昭和 21 年 昭和南海地震で大きな被害を受ける 

昭和 26 年 重要港湾に指定 

昭和 35 年 港湾計画（新規）策定 

昭和 45 年 台風により高知市では高潮被害を受ける 

昭和 46 年 フェリー航路就航（高知～大阪） 

昭和 47 年 フェリー航路就航（名古屋～高知～鹿児島） 

昭和 48 年 フェリー航路就航（高知～東京） 

昭和 49 年 種崎地区を中心とする港湾計画が策定 

昭和 56 年 種崎地区から三里地区に位置変更 

昭和 63 年 高知新港防波堤工事着工 

平成 2 年 港湾計画改訂（広域幹線道路網と一体となった物流機能の充実、潤い

と賑わいのある港湾空間の形成） 

平成 10 年 高知新港供用開始 

平成 12 年 港湾計画改訂（新港を国際多目的ターミナルとして位置づけ、浦戸湾内

の再編、水際線の解放） 

平成 17 年 フェリー航路廃止 

平成 23 年 高知新港でコンテナ貨物年間取扱量 1 万 TEU 達成 

平成 24 年 高知新港振興プラン策定 

平成 26 年 高知新港メインバース、耐震強化岸壁供用開始 

平成 29 年 第 2 期高知新港振興プラン策定 
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（3） 地区の特徴 

高知港の港湾区域の面積は 1,304ha です。高知港は 17地区に分けられ、このうち高

知港を利用する産業は三里地区、潮江地区、タナスカ地区、仁井田地区、西孕地区に

集まっており、主にこの 5 地区で港湾貨物が取扱われています。また、弘化台地区に

は中央卸売市場が立地するほか、堀川地区、仁井田地区には小型船だまりがあります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 各地区の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若松町地区 

中之島地区 

北タナスカ地区 

種崎地区 

藻州潟地区 

桂浜地区 浦戸地区 

桜の名所でもある堀川 PB(120 隻収容） 

石炭や PKSを燃料とした 
火力・バイオマス発電所 

日本で 2 番目に長い歴史を持つ 
中央卸売市場 

県内需要の 90％以上の石油を取扱う 
石油輸送基地 

クレーンが活気のある景観を呈する 
複数の造船所 

プレジャーボート施設として整備された 
仁井田ボートパーク 

浦戸湾に浮かぶ良好な景観を形成する 
玉島 

図 1-4 三里地区 

弘化台地区 

堀川地区 

タナスカ地区 

仁井田地区 

内貿の輸送拠点（PKS荷役状況） 

御畳瀬地区 

三里地区 

横浜地区 

港町地区 

潮江地区 

西孕地区 

岸壁（-8m） 

中国・韓国航路および国際フィーダー航路（神戸） 
鉄鋼・セメントの原料として、石灰石を台湾
及び国内の製鉄所やセメント工場へ輸移出 

シップローダー 

 

ガントリークレーン 

コンテナヤード 
高台企業用地 

(2.8ha) 

石灰石ヤード 

H29.12 クルーズ船 2 隻同時寄港 
メインバース供用により、 

大型外国客クルーズ船寄港が急増 

石炭をロシア・オーストラリアから輸入。ヤシ殻をイ
ンドネシアなどから輸入。港内の石炭火力発電所
とバイオマス発電所の燃料として使用 

岸壁（-12m）② 

H28.8 クァンタム･オブ･ザ･シーズ(16 万総トン級) 

岸壁（-12m）① 

太平洋に面した国内の臨港型工業用地の中で、
唯一、最大クラスの津波でも浸水しない企業用地 

岸壁(-11m) 

［耐震強化］ 
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1.1.2. 高知港を取り巻く現況 

（1） 高知港背後圏及び人口 

高知県背後圏は 5 市 7 町 2 村で構成されており、平成 27 年の人口は 53.7 万人で、

高知県全体の約 73.7％を占めています。高知港背後圏の人口は年々減少しており、平

成 17年と平成 27年の人口を比較すると、高知港背後圏では 5.9％減少しています。（高

知県全体では 8.5％減少） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 高知港背後圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 背後地域の人口の推移 図 1-7 背後圏の人口割合 

資料：国勢調査 （平成 27年） 
資料：国立社会保障・人口問題研究所 

高知港 

高知港の背後圏 

＜構成市町村＞ （5市 7町 2村） 
高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市、本

山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町、仁淀

川町、佐川町、越知町、日高村 

背後圏

53.7万人

73.7%

背後圏以外

19.1万人
26.3%

825,034 816,704 813,949 796,292 764,456
728,276
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いの町 佐川町 越知町 仁淀川町 日高村

大豊町 土佐町 本山町 大川村 高知県全体

563,942 549,427 574,829 570,302 555,072
536,869

8.5％減少 

5.9％減少 
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平成 57年の人口は平成 27年の 0.74 倍まで落ち込むと見込まれる一方で、高齢者の

割合は 30.6％（平成 27 年）から 40.7％まで上昇するものと予測されており、今後も

全国や高知県と同様、人口減少及び少子高齢化の進行が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8 将来人口の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-9 将来の 65歳以上人口の割合 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 
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（2） 高知港背後圏産業構造 

高知港背後圏の産業を見ると、平成 12 年及び平成 27 年ともに、第 3 次産業の割合

が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-10 就業者の産業分類別割合（平成 27 年） 
資料：国勢調査 

第 2 次産業に係る高知港背後圏の製造品出荷額等は平成 28 年で 4,210 億円であり、

近年は横ばいでしたが、平成 28年にかけて増加しており、これは高知県全体の 74.3％

を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-11 製造品出荷額等の推移 図 1-12 高知県の製造品出荷額等のシェア 

資料：工業統計 ※H23と H27は経済センサス活動調査 （平成 28 年） 

資料：工業統計 

 

高知県の貿易額に占める高知港利用の割合は、輸出が 35％、輸入が 51％を占めてお

り、高知港は県内の一大貿易拠点となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-13 高知県貿易額に占める高知港の割合 

資料：第 2期高知新港振興プランを基に作成 
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（3） 交通体系の現況 

高知港背後圏には、主要幹線道路である国道 32号、自動車専用道である高知自動車

道が通っています。高知自動車道は四国及び本州とつながる広域交通ネットワークを

形成しています。 

また四国全体では、四国 4 県を 8 の字で結ぶ「四国 8 の字ネットワーク」の整備が

進められており、観光・産業の活性化としてだけではなく、人の命を守る緊急輸送道

路といった効果も期待されています。 

高知港周辺においても近年、近隣区間の整備が順次進められています。令和 2 年度

には、高知東部自動車道の高知 IC～高知南 IC 間が供用開始予定であり、高知港周辺

の道路ネットワークは大きく変化する予定です。 

また、国土交通省では、昨年３月の道路法改正において、物流上重要な道路輸送網

を「重要物流道路」として指定しました。国際海上コンテナ車（40ft背高）の特車通

行許可を不要とする措置や災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行する制度が創設し、

高知港につながる道路も指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-14 高速道路の整備状況 
資料：高知県土木部道路課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-15 重要物流道路の指定 
資料：国土交通省道路局企画課 
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R2 
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（4） 高知港周辺の観光 

平成 29年に高知県を訪れた県外観光客入込数は 440 万人と推計されており、過去最

高の入込数を記録しました。これは 5年連続での 400 万人達成となります。 

また、高知港周辺には県内を代表する観光名所が豊富であり、最近では大型クルー

ズ船の寄港回数の増加が観光客数増加の一因となっています。 
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図 1-16 県外観光客数の推移 

資料：高知県港湾振興課 

 

 

 

図 1-17 高知港周辺の主な観光地 
資料：（公財）高知県観光コンベンション協会提供 



 

 

 

 12 

2,141 2,205 2,324 2,022 2,320 2,543 2,524 2,710 2,628
1,996 2,343

2,735 2,431 2,642 2,660 2,523 2,466 2,529 2,751

2,013
2,740

1,845
1,685

1,530
1,584 1,382 1,301 1,388

741
603

377

88
108 170 204 306 214

132

989

965

961

967 1,001
1,044

1,008 954 859

844
884 860

720
677 654 628 626 635 596

1,277

1,321

1,300
1,349

1,378
1,517

1,321 1,307
1,090

949 740 171

204
226 216 195 186 199 196

101

167

181
144

192

496
642 506

651

348 468

375

406
446 419 461 418 380 389

3,255
2,137

2,041

2,038
807

1,491 2,070

928

724
1,943

1,472

650 617 696

813 599

589

637
553 613 728 672 648 616

7,527 7,395 7,311

5,692 5,636

5,106

4,485
4,651 4,733 4,739 4,674 4,606 4,680

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

石灰石 非金属鉱物 石油製品等 セメント 石炭 フェリー その他

（千    ・  ）

8,656

9,171
8,929

9,580

11,604
11,267

1.1.3. 高知港の現況 

（1） 取扱貨物量の推移 

高知港全体の取扱貨物量は、平成 13年までは 1,000 万フレート・トン以上を維持し

ていましたが、平成 14年以降は減少傾向にあり、平成 25年から平成 30年にかけては

約 460～470 万フレート・トンで横ばいとなっています。 

高知新港の取扱貨物量は、近年ほぼ横ばいで推移していましたが、石灰石の取扱量

の増加等により、平成 29年度から増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-18 高知港の取扱貨物量の推移（平成 12年～平成 30年） 
資料：高知県港湾・海岸課資料を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-19 高知新港のバルク貨物量の推移（平成 12年～平成 30 年） 
資料：高知県港湾・海岸課資料を基に作成
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（2） 取扱貨物量の構成 

取扱貨物量を公共・専用施設別にみると、主に港背後圏の企業が扱う専用貨物が全

体の 64％、公共貨物は 36％を占めています。 

品目別にみると、輸出及び移出貨物では、背後圏の豊富な資源を生かした石灰石の

割合が多く、移出では全体の 94％を占めています。輸入貨物では背後圏に立地する企

業が発電用として利用する石炭が 59％、薪炭（PKS）が 18％を占めています。移入貨

物では揮発油やセメント製造で用いられる砂利・砂が主な取扱品目となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-20 公共・専用別取扱貨物の割合（平成 30年） 

資料：高知県港湾・海岸課資料を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-21 輸出入・移出入別取扱貨物の割合（平成 30年） 
資料：高知県港湾・海岸課資料を基に作成 
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（3） 入港船舶の現況 

高知港に入港する船舶の隻数は、年間 4,000 隻超の横ばい傾向で推移しています。

一方で、入港船舶の総トン数は外国クルーズ船の増加により近年増加傾向にあり、平

成 30 年の全体の総トン数は、過去 7年の中で二番目に大きい値となっています。 

船型別の 1隻あたりの総トン数については、10,000 総トン未満の船舶では、平成 24

年から平成 30年の 7年間で約 1.4 倍なのに対し、10,000 総トン以上の船舶では、7年

間で約 3.4 倍となっており、船舶が大型化していることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-22 入港船舶隻数・総トン数の推移 
資料：高知県港湾・海岸課資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-23 船型別 1隻あたりの総トン数の推移 

資料：高知県港湾・海岸課資料 
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（4） 主要貨物の状況 

1） コンテナ貨物 

コンテナ貨物の取扱量（高知新港）は、平成 14年以降、増加傾向にあります。平成

27 年には週 2便ある釜山航路のうち 1便が、大連・天津まで延伸しました。また、平

成 28 年には神戸港へのフィーダー便が就航し、週 3回の定期コンテナ航路が実現しま

したが、平成 31年 4月には神戸港へのフィーダー便は休止となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-24 高知新港のコンテナ貨物量の推移 
資料：高知県港湾・海岸課資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-25 高知新港コンテナ航路 
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2） バルク貨物 

①  石灰石 

高知港背後圏には、良質かつ豊富な石灰石鉱山があり、高知港では石灰石を 275.1

万トン（平成 30 年）取り扱っています。これは、高知港全体の取扱量の約 60％を占

めています。高知港からの石灰石は、全国の製鉄所やセメント工場並びに海外の製鉄

所にも輸出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-26 石灰石の移出先と移出量（平成 30 年） 
資料：港湾統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-27 石灰石の荷役状況 
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② 石炭・薪炭 

西孕地区には、火力発電所とバイオマス発電所があり、それぞれロシア・オースト

ラリアから輸入している石炭と、インドネシア・マレーシアから輸入している薪炭

（PKS）を燃料としています。 

石炭の取扱貨物量は 40万トン程度、薪炭（PKS）の取扱貨物量は 10万トン程度で推

移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-28 石炭・PKS 貨物量推移 

 

図 1-29 石炭・PKS輸入経路図 図 1-30 IPP 事業（西孕地区） 
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（5） フェリー／RORO船の現況 

高知港には、昭和 46年からフェリーが就航していましたが、本四 3架橋の完成・高

速道路等の整備の進展や、船舶燃料（重油価格）の高騰、貨物量の落ち込み等が要因

となり、平成 17年に高知港を発着する全てのフェリー航路が廃止されました。 

しかし、高知港に再びフェリー航路を就航させるため、平成 26 年度、27 年度、平

成 30 年度には官民で内航航路の誘致勉強会を開催しています。 

 

 

図 1-31 過去のフェリー航路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-32 過去のフェリー寄港時の様子 図 1-33 内航航路の誘致勉強会 

（マリンエキスプレス） 
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（6） クルーズ船 

高知港に寄港するクルーズ船は、受け入れ態勢の強化や効果的なセールス活動及び

地理的優位性により、年々増加しています。また、入港船舶についても大型化が進ん

でいます。 
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図 1-34 高知新港クルーズ船寄港回数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-35 高知港へのクルーズ船寄港回数増加要因 

 

 

 

 
 

 

 
図 1-36 クルーズ船の接岸状況 図 1-37 クィーンエリザベス初寄港(H29.3.19) 

 資料：四国地方整備局ＨＰ 資料：高知県港湾・海岸課 
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（7） 海洋レジャー施設 

高知港には、堀川地区と仁井田地区にプレジャーボート収容施設が整備されていま

す。かつては、プレジャーボート隻数に対し収容可能施設数は不足していましたが、

堀川浮桟橋及び仁井田ボートパークの整備や施設への誘導により、現在では収容施設

は充足しています。 

また、放置艇は、自然災害時の船体流出による二次災害等を引き起こす可能性や他

の船舶の航行の支障となる等問題がありますが、適切な管理の指導により、放置艇は

解消されました。 

 

 

図 1-38 堀川浮桟橋と仁井田ボートパークの状況 
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（8） 南海トラフ地震・津波対策（港湾） 

高知港は、県外から緊急物資を受け入れる一次防災拠点港に位置付けられており、

潮江地区と三里地区には耐震強化岸壁が整備されています。 

また、津波に対して、防災・減災効果を発揮できるよう、現在整備中の防波堤の延

伸と津波が施設を乗り越えた場合にも粘り強く効果を発揮する構造上の工夫を行い、

安全で安心な港を目指しています。 

一方ソフト対策では、平成 25年には、津波漂流物等を処理し、早期に航路を啓開す

るための体制や行動指針などを取りまとめた高知港 BCP を策定しています。現在、高

知港 BCP の実効性向上に向けて、広域的な支援体制について関係機関と協定書を締結

し体制を整えるとともに、机上訓練や無線訓練、物資輸送訓練を実施しています。 

また、高知港背後の道路啓開計画も策定されているが、高速道路のさらなる延伸に

より、耐震強化岸壁からの緊急物資の輸送がより迅速に行える体制が構築されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-39 防災拠点港の配置計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-40 道路啓開進捗図（2019年 3月作成） 
資料：高知県道路課資料を元に作成 

東潮江岸壁(-7.5m) 三里 4 号岸壁(-11.0m) 

高知港耐震強化岸壁配置図 

凡  例 
一次防災拠点   

二次防災拠点   

港湾 

漁港 

総合防災拠点（広域拠点） 

総合防災拠点（地域拠点） 

市役所,町村役場,支所等 

高速自動車道（第１次）   

  〃  （事業中,計画等） 

第１次緊急輸送道路 

第２次緊急輸送道路 

凡      例 

防災
拠点 

 広域の防災拠点（総合防災拠点） 

 広域の防災拠点（総合防災拠点以外） 

 地域の防災拠点（優先順位Ａ） 

 地域の防災拠点（優先順位Ｂ） 

 地域の防災拠点（優先順位Ｃ） 

道進路
捗啓状 
開況 

 ３日以内 

 ３日を超える 

 重機が不足しており啓開開始の目処がたたない 

被想 
災定 

 津波浸水予想範囲（Ｌ2） 

 長期浸水予想範囲（Ｌ2） 
※長期の浸水区域の解消日数は未定 

Kome  

Tyoukino  

shinnsuiki 
※3 日以内に高知 IC まで道路啓

開が可能となる 

高知自動車道 

高知 IC 

高知南 
IC 

耐震強化岸壁 
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（9） 南海トラフ地震・津波対策（海岸） 

高知市は、県全体の約 5 割の人口が集中しており、浦戸湾周辺には、行政機関、学

校及び病院等の公共施設が多数立地していることや、南海トラフ地震から高知市を守

ることは県全体の復旧・復興につながることから、地震津波対策の整備が急務となっ

ています。 

そのため、高知港では、南海トラフ地震発生時などに予想される津波から三重防護

による対策で防災、減災を目指す取り組みを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-41 レベル 1津波による浸水予測範囲 

三重防護事業の概要 
 
第 1 ライン：第一線防波堤 
【効果】津波エネルギーの減衰、高知新港

の港湾機能の確保 
 
第 2 ライン：湾口地区 津波防波堤、 

外縁部堤防等 
【効果】津波の侵入や北上の防止・低減 
 
第 3 ライン：浦戸湾地区 内部護岸等 
【効果】護岸の倒壊や背後地浸水の防止等 

整備後 

凡 例 

    ：第 1 ライン(港湾施設) 

    ：第 2 ライン 

    ：第 3 ライン 

   ：直轄施工箇所 

   ：高知県施工箇所 第３ライン：若松町地区 

第２ライン：三里地区 
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1.1.4. 上位計画・関連計画の動向 

高知港に係る上位計画・関連計画として、国、高知県、高知市で以下の計画が制定さ

れています。 

（1） 国の計画 

1) 港湾の中長期政策「PORT2030」 

港湾の中長期政策「PORT2030」（平成 30 年 7 月、国土交通省港湾局）においては、

2030 年頃の将来を見据え、港湾が果たすべき役割や、今後特に推進すべき港湾政策の

方向性等について、以下のように示されています。 

 

【基本理念】 

 地政学的な変化やグローバルな視点を意識する 

 地域とともに考える 

 「施設提供型」から「ソリューション提供型」に発展させる 

 「賢く」使う 

 港湾を「進化」させる 

【2030 年の港湾が果たすべき役割】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中長期政策の方向性】 

1. グローバルバリューチェーンを支える海上輸送網の構築 

2. 持続可能で新たな価値を創造する国内物流体系の構築 

3. 列島のクルーズアイランド化 

4. ブランド価値を生む空間形成 

5. 新たな資源エネルギーの受入・供給等の拠点形成 

6. 港湾・物流活動のグリーン化 

7. 情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靭化 

8. 港湾建設・維持管理技術の変革と海外展開 
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2) 四国圏広域地方計画 

四国圏広域地方計画（H28.3.29 国土交通大臣決定）においては、四国圏の自立的・

持続的発展に向けた将来展望を描くものであり、港湾に関して以下のように示されて

います。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四国圏の発展に向けた取組】（港湾に関連する事項） 

地域に根ざした産業が集積し、競争力を発揮する四国 

～グローバル化を生き抜く産業群の形成～ 

 産業の基盤を支えるインフラ整備を推進 

地域産業の競争力を維持・強化するため、道路、鉄道、空港、港湾、情報通信基

盤等、産業の基盤を支えるインフラ機能を推進（複合一貫輸送ターミナルや国際物

流ターミナル等の整備） 

 インフラ機能の強化・高度化及び多機能化の推進 

 

【広域プロジェクト】 

No.5 地域の自立的・持続的発展に向けた「資国」産業競争力強化プロジェクト 

① 地域資源や技術を活かし、産学官の連携を深め、世界に通用する産業競争力を強

化 

 圏域内外の交流活性化、物流基盤機能強化等による活力と魅力の向上 

→海上輸送拠点としての国際物流ターミナルの整備 

② 技術力や特産品を国内外へ売り込み、新たな市場を切り拓く 

 東アジア市場等をターゲットに販路開拓 

 官民を挙げて国内・海外での販路を拡大 

 間伐材の需要拡大に向けた取組 
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（2） 高知県の計画 

1) 第 3期高知県産業振興計画 産業成長戦略 

第 3 期高知県産業振興計画 産業成長戦略（平成 28 年 3 月、高知県）においては、

地元産業を増やして県外市場への供給を推進することにより県内経済の活性化を目指

す中、高知港背後での産業振興について以下のように示されています。 

 

【目指す将来像】 

地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける「高知県」 

 

●基本方向 

1. 継続的に新たな付加価値の創造を生み出す仕組みを意図的に構築する 

2. 交易の範囲のさらなる拡大を図る 

3. 担い手の確保策を抜本強化する 

4. 省力化・効率化の徹底に向けたサポートを強化する    

5. 起業や新事業展開を促進する 

6. 地域産業クラスターを形成する    

7. 人材育成・確保の取り組みを充実する 

8. 金融機関等との連携により事業戦略の策定と実行支援を強化する 

 

●戦略 

地産外商をさらに強化し、その流れをより力強い「拡大再生産」の好循環へ 

 

●具体的な施策 

＜農業分野＞ 柱３ 流通・販売の支援強化 

 農産物の輸出の促進→規模に応じた販路開拓、販売体制の強化 

＜林業分野＞ 柱３ 流通・販売体制の確立 

 流通の統合・効率化→トレーラー等による低コスト・定期輸送の増加 

 販売先の拡大→海外への販売促進、海外見本市等での PR 活動 

＜水産業分野＞柱４ 流通・販売の強化 

 輸出の促進→水産物の海外販路の開拓 

＜観光分野＞ 柱３ 国内外からの観光客の満足度を高めるための受入環境整備  

 きめ細やかな観光情報の提供（外国人観光案内所の設置） 

 観光基盤の整備（受け入れ態勢の充実） 

＜地産地消・地産外商戦略（食品分野）＞  

柱３ 輸出戦略に基づく輸出振興の本格化 

 ユズ、土佐酒の輸出拡大や、定番化に向けた新たな品目の掘り起こし等国別・品目

別の輸出戦略を本格的に展開 
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2) 高知広域都市計画区域マスタープラン 

高知広域都市計画区域マスタープラン（平成 30年 3月、高知県）においては、高知

港の整備における今後の方針について、以下のように示されています。 

 

【まちづくりの基本理念】 

1. まちと緑が身近に出会う、次世代につなぐまちづくり 

2. 安全を確保し、生活が息づくまちづくり 

3. 共に助け合う、協働のまちづくり 

 

【主要な施設の配置方針】 

 浦戸湾周辺は周辺環境と調和した港湾整備を進める 

 災害時における復旧・復興拠点としての機能維持のための整備促進 

 高知新港は国内外の貿易を推進する拠点港として一層の整備促進を図るとともに、

航路誘致、客船誘致等物流・交流の拡大に努める 

 

3) 高知県地域防災計画 

高知県地域防災計画（平成 26年 9月修正、高知県）においては、地震及び津波防災

上整備すべき施設等の整備計画として、高知港を含む県下の港湾に関して、以下のよ

うに示されています。 

 

【基本的な考え方】 

 災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を基本方針とし、人命を守るための対策

を最重視する 

 経済的被害ができるだけ少なくなるよう、防災機関、事業者、住民が一体となって防

災対策を推進する 

 女性や高齢者、障害者などの参画を拡大、多様な視点を取り入れた防災対策を確立 

 「自助」、「共助」、「公助」の理念に基づいた災害に強い地域社会づくりを進める 

 

【対策】（港湾に関連する事項のみ記載） 

 災害予防対策 

 防波堤等整備 

 野外蔵置貨物の流出防止対策 

 緊急輸送活動対策 

 海上輸送の拠点選定 

 選定した港湾及び漁港を物流拠点として必要施設の整備に努める 

 災害時に活用できる海上運送事業者について予め把握等輸送手段の確保に努

める 
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（3） 高知市の計画 

1) 2011高知市総合計画（2016 基本計画改訂版） 

2011高知市総合計画（2016 基本計画改訂版、高知市）においては、高知港の観光や

整備における今後の方針について、以下のように示されています。 

【将来の都市像】 

「森・里・海と人の環 自由と創造の共生都市 高知」 

環境を基軸とした 6 つの環を施策の大綱として掲げ、新しい高知市のまちづくりを推進する 

 

【計画期間】 

2011(平成 23)年度から 2030(令和 12)年度までの 20 年間 

 

【基本計画】（港湾に関連する事項のみ記載） 

 インバウンド観光の推進 

 高知新港への外国客船寄港時の受入体制の充実 

 高知ならではの魅力の効果的な発信及び外国人観光客の誘致 

 翻訳ボランティアの配置や観光施設の対応強化 

 橋梁耐震化の推進、防災道路整備 

 港湾等の基幹的交通ネットワークの地震・津波対策による災害対応力強化 

 

 

2) 2014高知市都市計画マスタープラン 

2014 高知市都市計画マスタープラン（平成 26 年、高知市）においては、高知港の

まちづくり構想について、以下のように示されています。 

【都市計画の基本理念】 

安全・にぎわい・コンパクト・共生・風情・環境 

 

【計画期間】 

平成 26 年から令和 12 年まで（17 年間） 

 

【基本方針】（港湾に関連する事項のみ記載） 

 親水空間の形成→浦戸湾において、産業活動との調和を図りつつ、ウォーターフロ

ントとしての整備と活用を促進 

 

【地域別まちづくり構想】 

＜潮江地域＞ 

豊かな自然環境と調和したうるおいのあるまちづくり 

→浦戸湾の親水空間を保全、自然環境と調和したまちづくりを進める 

＜三里地域＞ 

高知新港の機能強化にあわせた、産業拠点としての都市機能の集積 

→高知新港を、高知県経済を支える国際物流・交流拠点とし、競争力や利便性の高い

港づくりや港湾機能の高度化に努める 
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3) 高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 29年 7月、高知市）においては、今

後減少し続ける高知市の人口ビジョンとそれに向けた総合戦略について、以下のよう

に示されています。 

【基本目標】 

1. 地産外商、観光振興等による産業活性化と安定した雇用の創出 

2. 新しい人の流れを作る 

3. 若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望を実現する、女性の活躍の場を拡大す

る 

4. バランスの取れた県都のまちづくりと地域間の連携により安心なくらしを守る 

 

【計画期間】    平成 27 年度～令和元年度 

 

【具体的な施策】（港湾に関連する事項のみ記載） 

 外商の強化を図る 

 高知新港利活用促進にかかる航路誘致等を進める 

 大型客船等の誘致及び寄港の際の観光イベント等を実施する 

 

4) 高知市地域防災計画 

高知市地域防災計画（平成 29年、高知市）においては、災害時の緊急輸送体制や施

設整備、津波防護対策として、以下のように示されています。 

【基本方針】 

 「市民の生命、身体」を災害から守る対策の推進 

 「周到かつ十分な災害予防」「迅速かつ円滑な災害応急対策」「適切かつ速やかな災

害復旧・復興」 

 各段階の防災関係機関、市民、民間事業者、地域団体等が一体となって最善の対

策 

 「自助」、「共助」、「公助」の理念に基づいた災害に強い地域社会づくりを進める 

 女性や高齢者、障害者などの参画を拡大、多様な視点を取り入れた防災対策を確立 

 

【対策】（港湾に関連する事項のみ記載） 

 緊急輸送ルートの設定等 

 海上輸送確保のため港湾施設及び船舶の使用に連携体制を確立、必要な人員、

資機材等を確保 

 港湾施設及び船舶の確保 ・港内航路等の障害物除去等に努め、必要に応じた

船舶交通の整理 

 地震に強い市街地の整備 

 タナスカ石油基地の耐災化 

 津波からの防護 

 防波堤等整備、船舶係留の徹底及び強化、漂流物防止策の設置、漁業関連施設

の耐浪性強化 
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1.2. 高知港の将来に向けた課題 

1.2.1. 物流に関する課題 

（1） 埠頭再編 

高知港（三里地区）では、現在、企業から港を利用したいという要請があっても、

用地不足のため対応できない状況にあります。また、クルーズ船の寄港が大幅に増え

てきたことから、岸壁の利用が増加し、利用者の方々に不便をかけています。 

加えて、石灰石を取り扱っている企業からは増産の計画もあると聞いており、ヤー

ドの確保も課題となっています。 

そのため、コンテナや石灰石などを取り扱うための物流機能とクルーズ船受入機能

がバランスよく共存できるよう埠頭の再編が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-42 高知新港港湾用地利用形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-43 混雑する高知新港岸壁 
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（2） 港内静穏度の向上 

高知新港では、現在防波堤が未完成であるため、静穏度が確保されていない状況に

あります。そのため、係船中の船舶のロープが切れる被害や、別の岸壁へのシフト（バ

ースシフト）が必要となる等、利用者にとって非効率な状態にあります。 

利用者の利便性、安全性確保のためにも、港内の静穏度向上に向けた防波堤の早期

完成が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-44 防波堤整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-45 切断されたロープとバースシフトの状況 
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（3） モーダルシフトへの対応 

海上輸送は大量輸送に優れ、輸送量当たりの CO2排出量をトラック輸送の 1/6と大

幅に削減できます。また、近年、トラック運送業界の労働力不足から、トラック輸送

の代替として海上輸送を活用しようという動きが活発化しています。さらに、東日本

大震災や西日本豪雨時には陸上輸送路が分断される中、フェリー、RORO船による海上

輸送の有効性があらためて確認されています。 

そういったことから、陸上輸送の代替として海上輸送の優位性を活かすため、フェ

リーや RORO 船の誘致に積極的に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

図 1-46 輸送量当たりの CO2 排出量 
資料：第１回四国におけるフェリー・RORO船を活用した物流効率化推進協議会資料 

（四国地方整備局）をもとに作成 
 

表 1-2 トラックドライバー需給の将来予測（全国） 

 

 

 

 
資料：（公社）鉄道貨物協会「平成 30年度本部委員会報告書」（令和元年 5月） 

 

 

 

 

 

 

図 1-47 県内事業者へのアンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-48 平成 30年 7月西日本豪雨時のフェリー輸送状況 

 
2020年度 2025年度 2028年度 

需要量 1,127,246人 1,154,004人 1,174,508 人 

供給量 983,188人 945,568人 896,436人 

過不足 ▲144,058人 ▲208,436人 ▲278,072人 

資料：国土交通省 HP 
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（4） コンテナ船大型化への対応 

高知港に寄港する外航コンテナ船は大型化が進んでおり、岸壁の水深不足のため、

喫水調整をして入港している船舶もあります。また、世界的な流れをみてもさらなる

大型化が進むことが見込まれています。 

そのため、コンテナ船大型化に対応する施設の整備が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-49 高知新港コンテナバース 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1-50 我が国に寄港する中国航路の船型の変化 
資料：国土交通省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-51 国内コンテナバースの水深分布 図 1-52 水深 8m以下のコンテナバースを  

中国航路 

高知港のコンテナバースの水深は
８mであり、全国的に最低レベル 

高知新港に寄港するコンテナ船 

有する港湾一覧 
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(単位：トン) 

品目名 H24 H25 H26 H27 H28 

野菜・果物 145  0  0  0  0  

その他農産品 606  118  80  0  27  

原木 361  0  835  879  466  

製材 1,627  1,953  1,672  2,195  2,942  

木製品 226  0  12  0  26  

水産品 70  154  0  79  0  

製造食品 491  698  926  755  596  

 

（5） コンテナ貨物の集貨・創貨方策 

県内発生コンテナのうち、輸出で 48％、輸入で 21％が他港を利用しています。物流

コストやリードタイムの増加による企業の競争力の低下が懸念されており、高知港の

利用拡大への対応が求められています。 

また、「第 3期高知県産業振興計画」では、農林水産物の輸出拡大を目指すこととし

ており、国と県で「四国における港湾を活用した農林水産物輸出促進検討会」を立ち

上げ、高知港をモデルとした農林水産物の輸出拡大方策について検討しています。 

今後は、地元港の利用を促進するためのコンテナ貨物の集貨・創貨を図り、港湾機

能の向上や物流サービスの提供を検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-53 県内コンテナ貨物港別利用割合 図 1-54 高知港における農林水産物輸出実績 
資料：H20,H25 コンテナ貨物流動調査 資料：港湾統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-55 第 2回四国における港湾を活用した農林水産物輸出促進検討会開催状況 
資料：四国における港湾を活用した農林水産物輸出促進検討会ＨＰ 

 

H24から増加→    H24から減少→    
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1.2.2. 交流に関する課題 

（1） クルーズ船寄港の定着化・増大への対応 

近年、高知新港へのクルーズ船の寄港が大幅に増加しており、観光振興に大きく寄

与しています。 

高知新港の客船ターミナルやフェンスの整備により、入国審査時間の短縮、旅客の

安全確保などのクルーズ船の受入環境が大きく向上しているとともに、高速道路の延

伸により、滞在時間の増加が見込まれることから、周遊ルートの開発、観光地の分散

化など、クルーズ船寄港の経済効果を多くの地域に拡大していくことなどが必要とな

ってきます。 

また、中国発着便が減少し、外国クルーズ船の日本発着クルーズやワールドクルー

ズが増加するなど寄港する船種が変化してきていることから、その傾向や特性の分析

を行い、適切な誘致方策を検討するなどの取り組みを図ることが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-56 客船ターミナルとフェンス整備の状況 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-57 客船ターミナル整備と高速道路延伸による滞在時間の変化 
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図 1-58 高知新港に寄港するクルーズ船の種別 
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（2） 賑わいの創出 

高知港では、市民が港に触れ合える場は限定されており、市民目線からみれば、近

くて遠い存在です。 

そのため、遊休化した施設等を有効活用し、内港地区において賑わい空間の創出を

図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-59 潮江地区の現況 

【賑わいの創出事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-60 小名浜港さんかく倉庫 図 1-61 八幡浜みなっと 

資料：福島県小名浜港湾建設事務所提供    資料：八幡浜みなっとＨＰ 
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（3） 海洋レジャーへの対応 

国は、観光資源としての既存インフラの有効活用や文化振興の一環として、既存防

波堤等の利活用を進めています。高知港は平成 31年３月末に「釣り文化振興モデル港
※」に指定されており、防波堤等を利活用した釣り施設等のレジャー施設の整備も期待

されています。 

また、高知港では、浦戸湾内の遊覧船や桂浜などの観光資源を活かすための海上か

らのアクセスの要請が高まっており、観光のための海上アクセスルートの確保を積極

的に進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-62 （先進事例）熱海港の海釣り施設 
資料：防波堤等の多目的使用に関するガイドライン（国土交通省港湾局） 

既存の港湾施設を活用した日本の釣り文化の振興_参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-63 桂浜公園整備基本計画での位置づけ 

資料：桂浜公園整備基本計画 

※釣り文化振興モデル港 
地域関係者による釣り文化振興の取り組みが進められている港湾 

【先進事例(熱海港)】 
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1.2.3. 安全・安心に関する課題 

（1） 防災拠点港としての機能強化 

高知港の背後圏人口に対する緊急物資必要量から、必要な耐震強化岸壁は 3 箇所と

されていますが、潮江地区、三里地区の 2 箇所しか整備されていません。 

そのため、新たに 1 箇所耐震強化岸壁を整備する必要がありますが、潮江地区のあ

る内港は長期浸水の影響を受けることや大量の漂流物により航路啓開に時間を要する

ことが想定されるので、三里地区の機能強化を図ることが必要となっています。 

一方、ソフト対策として平成 25年に策定した高知港ＢＣＰの実効性を向上させてい

くことが重要であり、今後も定期的な机上訓練や緊急物資の輸送訓練等を通じて充実

を図って行くことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-64 耐震強化岸壁の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1-65 BCP 訓練の様子 

津波浸水予想区域 

（長期浸水） 

＜現有の耐震強化岸壁＞ 
★➀（潮江地区） 

水深 7.5m，岸壁延長 130m 
★②（三里地区） 

水深11.0m，岸壁延長190m 
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（2） 港湾施設の老朽化対策 

高知港、特に浦戸湾内の港湾施設は、高度経済成長期である昭和 40 年代に整備され

た施設が多く、整備後 30 年以上経過した施設が多くなっており、これら施設の老朽化

が年々進行しています。 

このような状況の中、高知港では平成 29年に維持管理計画を策定し、港湾施設の維

持管理に取り組んでいるところです。現時点で整備後 50 年以上経過する施設は 40％

程度ですが、10年後には 70％以上となり、維持管理費用が集中・増大することが懸念

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-66 主な港湾施設の整備後経過年数 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-67 建設開始後 50年以上経過する港湾施設の割合 
資料：高知県港湾・海岸課 
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40％

H30

102

41
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R10
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1.3. 高知港が将来担うべき役割 

前項までに整理した高知港の特性、高知港を取り巻く諸情勢、上位・関連計画、高知港

への要請と高知港が対応すべき課題から、「高知港が将来担うべき役割」を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知港が将来担うべき役割 

【役割①→物流】 

地産外商を支える輸出拠点であるとともに、地場産業の競争力強化を支援し、地域経済の発展に貢献する港 

【役割②→交流】 

周辺の観光資源やまちづくりと一体となった魅力ある空間を形成し、西日本太平洋側における国際クルーズ船寄港の
交流拠点として国際観光の推進に貢献する港 

【役割③→安全・安心】 

南海トラフ地震に備えて、地域の安全と安心の確保に貢献する港 

 

 

＜物流＞ 

 埠頭再編 

 港内静穏度の向上（新港） 

 モーダルシフトへの対応 

 コンテナ船大型化への対応（新港） 

 コンテナの集貨・創貨方策（新港） 

＜交流＞ 

 クルーズ船寄港の定着化・増大への対応（新港） 

 賑わいの創出 

 海洋レジャーへの対応 

＜安全・安心＞ 

 防災拠点港としての機能強化 

 港湾施設の老朽化対策（内港） 

 

図 1-68 高知港が将来担っていくべき役割 

 

 

高知港が対応すべき課題 

○ 太平洋に面し、地理的優位性を持つ 
○ 高知県全体の輸出貿易額の35％、輸

入貿易額の51％を取り扱う 
○ 高知港の背後圏人口は、高知県の 

約73.7％を占める 
○ 高知港周辺の道路ネットワーク整備

による物流の円滑化と利便性の向上 
○ クルーズ船寄港の増加 

○ 港湾の中長期政策「PORT2030」 
○ 四国圏広域地方計画 
○ 高知県産業振興計画 
○ 高知県地域防災計画 
○ 高知市総合計画他 

○ 施設の老朽化対策 
○ 水深の確保 
○ 高知新港メインバース前面

における静穏度の確保 
○ 高知新港岸壁輻輳への対応 

○ 人口減少、高齢化の進行 
○ コンテナ船、バルク船の大型化 
○ アジアのクルーズ市場の急成長 
○ 30年以内の発生率が70%～80%とい

われる南海トラフ地震への対策 
○ インフラの老朽化対策 
○ 労働力不足（トラック輸送） 

上位・関連計画 高知港への要請 高知港の特性 高知港を取り巻く諸情勢 
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第2章 高知港長期構想 

2.1. 高知港の将来像 

2.1.1. 高知港の将来像 

高知港の特性や現状の課題、将来の港湾の役割を踏まえ、「物流」、「交流」、「安全・

安心」の３つの視点から港の将来像を示します。 

物流面では、地産外商を支える輸出拠点であるとともに、地場産業の競争力強化を支援

し、地域経済の発展に貢献する港として「産業振興や経済成長を牽引する物流・生産拠点

としての“みなと”」を目指します。 

交流面では、西日本太平洋側における国際クルーズ船寄港の交流拠点としての役割に加

え、周辺の観光資源等を生かしてまちづくりと一体となった魅力ある空間を形成する港と

して、「国内外の旅行客や市民に開かれた交流の場としての“みなと”」を目指します。 

安全・安心面では、南海トラフ地震に備え地域の安全と安心の確保に貢献する港として、

「自然災害や老朽化に対する安全や安心を確保する場としての“みなと”」を目指します。 

高知港の課題や役割を踏まえ、高知港全体の将来像は、「太平洋を介して世界と結び、

生活や産業を支え、成長の活力をつくり出す 高知港」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 高知港の将来像 
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2.1.2. 将来像と基本戦略 

高知港の「物流」「交流」「安全・安心」の３つの将来像の実現に向けて、目指すべき

姿と基本戦略を以下の通り設定します。 

 

◆物流 

県産品の地産外商促進、地域産業の持続的な発展のため、競争力強化に資する国際物

流拠点の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

◆交流 

西日本太平洋側における国際クルーズ拠点を形成するとともに、地域資源を活用した

魅力的な空間を形成し、賑わいの創出や地域活性化を目指します。 

 

 

 

 

◆安全・安心 

災害に強い港づくりを目指すとともに、港湾利用者が安全・安心を実感できる港の構

築を目指します。 

 

 

 

 

◆全体 

情報通信の技術開発の進展を踏まえ、港湾のスマート化や強靭化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

■基本戦略１ 

地域産業の持続的な発展や競争力強化に資する港湾機能の強化と埠頭の再編 

■基本戦略２ 

地産外商を支え、県内企業の国際競争力を強化するための国際コンテナ物流拠点の形

成 

■基本戦略３ 

クルーズ船の受入機能や体制の強化によるクルーズ拠点の形成 

■基本戦略４ 

地域の魅力や観光資源を活用した賑わい空間の形成 

■基本戦略５ 

安全な企業活動や安心な暮らしを維持するための港湾の防災機能強化 

■基本戦略６ 

既存ストックの適正管理と有効活用するための戦略的ストックマネジメントの推進 

■基本戦略７ 

情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靭化への対応 
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2.2. 基本戦略 

2.2.1. 基本戦略１・２【物流】 

 

 

 

 

 

 

①-1【三里地区】（西工区） 港湾活動用地の造成 

⇒浚渫土の有効活用（維持管理費等コスト削減） 

安定的な物流機能を確保するため、短期的には、

浚渫土を有効活用した埋立により、港湾活動用地

を造成します。 

 

①-2【三里地区】（西工区） 国際物流ターミナル整備 

（バルク貨物への対応） 

バルク貨物の増加（石灰石の増量）に対応する

ための大水深岸壁(10m～12m）の整備を行い、地 

場産業の競争力強化を図ります。 

 

② 【三里地区】(仮防波堤前面）国際物流ターミナル整備 

⇒既存ストックの有効活用 

バルク貨物の分離による混雑の緩和や新規貨

物に対応するため、仮防波堤の沖側に大水深岸壁

(12m～14m）を整備し、物流の効率化や生産性の

向上を図ります。 

 

③ 荷役障害の解消や機会損失を防ぐための 

港内静穏度の向上 

高知新港において安定的な物流を維持するため 

に防波堤の早期整備を促進します。 

 

④ 県内企業のニーズにあった海陸一貫輸送システムの構築(フェリー・RORO 航路の誘致） 

陸上輸送の代替手段の確保により、物流の効率化に資する航路の誘致を目指します。 

 

■基本戦略１に係る施策のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 
スケジュール 

短期 

(10年) 

中期 

(20年) 

長期 

(30年) 

地域産業の持続的な発展や競争力強化に資する港湾機能の強化と埠頭の再編 
➀-1【三里地区】(西工区) 港湾活動用地の造成⇒浚渫土の有効活用（維持管理費等コスト削減）    

①-2【三里地区】(西工区) 国際物流ターミナル整備（バルク貨物への対応）    

②【三里地区】(仮防波堤前面)国際物流ターミナル整備⇒既存ストックの有効活用    

③ 荷役障害の解消や機会損失を防ぐための港内静穏度の向上    

④ 県内企業のニーズにあった海陸一貫輸送システムの構築(フェリー・RORO航路の誘致）    

 

■基本戦略１ 

地域産業の持続的な発展や競争力強化に資する港湾機能の強化と埠頭の再編 

 地域産業の持続的な発展のため、埠頭用地や岸壁などの物流基盤の強化と安定的

な物流を維持するための港湾機能の向上により、競争力の強化に資する物流拠点

の形成を目指します。 

図 2-2 三里地区の今後の方向性 

大水深岸壁整備 
(-12m～-14m） 

①-1 

①-2 

② 

大水深岸壁整備 
(-10m～-12m 岸壁 2 バース） 

バルク貨物のための
埠頭用地の確保 バルク貨物の分散による 

混雑の緩和 

クルーズ船利用 

西工区 

仮防波堤前面 
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① コンテナ船の大型化に対応した係留機能

の強化 

【三里地区】-8m コンテナ岸壁の増深 

コンテナ船の大型化に対応していく

ため、三里地区-8m 岸壁及び前面泊地を

増深（-10m～-12m）し、コンテナ物流

の安定化による県内企業の国際競争力

強化を目指します。 

 

② 県内の他港利用貨物を取り込むための 

集荷機能の向上 

サービス水準を向上させるため、高知港に寄港

する便数の増加や東南アジアへのダイレクト航路

の開設など利用需要の多い航路の誘致を図り、県

産品の輸出促進や企業の国際競争力強化を目指し

ます。 

 

③ 農林水産物の輸出促進拠点の形成 

県内の農林水産物の輸出拡大に向け、

必要な港湾機能の向上や物流サービス

の提供により、輸出促進拠点の形成を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

■基本戦略２に係る施策のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

-10m～-12m へ岸壁・泊地へ増深 -8m 岸壁・泊地 

■基本戦略２ 

地産外商を支え、県内企業の国際競争力を強化するための国際コンテナ物流拠点の形

成 

 

 物流コストの削減と安定的な物流の確保により、企業の競争力強化を図るととも

に、農林水産物等の輸出促進を図っていくための国際コンテナ物流拠点の形成を

目指します。 

図 2-3 三里地区コンテナバース 

図 2-5 農林水産物の輸出の物流イメージ 

図 2-4 コンテナ航路の充実 

コンテナ航路の充実 

高知 

神戸 釜山・大連他 

東南アジア 

既存航路の充実 

新規航路の誘致 

林業 漁業 農業

加工
加工

フェリー・RORO船で国内各地へコンテナターミナルを通じて海外へ

農林水産物の輸出の物流イメージ（将来像）

高知新港 

施策の内容 
スケジュール 

短期 

(10年) 

中期 

(20年) 

長期 

(30年) 

地産外商を支え、県内企業の国際競争力を強化するための国際コンテナ物流拠点の形成 

①コンテナ船の大型化に対応した係留機能の強化 

【三里地区】-8mコンテナ岸壁の増深 
   

②県内の他港利用貨物を取り込むための集荷機能の向上    

③農林水産物の輸出促進拠点の形成    
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2.2.2. 基本戦略３・４【交流】 

 

 

 

 

 

 

 

① 世界最大級のクルーズ船に対応した 

港湾機能の強化 

三里地区において、クルーズ船の大型

化への対応や複数のクルーズ船が同時接

岸できる受入環境を整備します。 

 

 

 

② クルーズ船の誘致や受入体制の充実化 

多種多様なクルーズ船に対して、それぞれに見合った誘致方策を検討し、クルーズ

船寄港の定着化・増大を目指します。加えて、新たな周遊ルートづくりなど魅力ある

観光商品を開発するとともに、観光地の分散化などを図り、クルーズ船寄港による経

済効果をさらに拡大していきます。 

また、クルーズ旅行客や市民の交流の場として客船ターミナルを中心に賑わいの創

出を図るとともに、市民が安全・多目的にみなとを利用できるような環境づくりを行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本戦略３に係る施策のスケジュール 

施策の内容 
スケジュール 

短期 

(10年) 

中期 

(20年) 

長期 

(30年) 

クルーズ船の受入機能や体制の強化によるクルーズ拠点の形成 

①世界最大級のクルーズ船に対応した港湾機能の強化    

②クルーズ船の誘致や受入体制の充実化    

 

■基本戦略３ 

クルーズ船の受入機能や体制の強化によるクルーズ拠点の形成 

 

 クルーズ船の寄港の定着や増大に向け、港湾施設の機能強化を図るとともに、官

民が連携した寄船誘致や受入体制の充実を図り、西日本太平洋側におけるクルー

ズ拠点の形成を目指します。 

図 2-7 クルーズ船寄港時のおもてなし 

 

図 2-6 西日本太平洋側における国際クルーズ拠点の形成 

図 2-8 ターミナル等を活用した賑わいの創出 

客船ターミナルイメージ 

高台展望スペースイメージ 《活用例》みなと学習 
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① 良好な水辺空間に市民や旅行客が集い、楽しく留まることが出来る空間の形成 

【潮江地区】周辺施設等と連携するとともに、民間資金も活用し、「みなと」と「ま

ち」が融合した魅力ある賑わい空間を形成し、地域のブランド価値の向上

を図ります。 

【三里地区】観光資源として有効活用するため、防波堤等をレジャー施設として開放 

します。 

 

 

② 高知港内における小型旅客船ネットワークの構築 

浦戸湾や周辺の観光資源を

活かすため、陸上交通とも連

携した市民・観光客の足とな

る港内海上輸送ネットワーク

（小型旅客船ネットワーク）

を構築し、小型旅客船を活用

した水辺と個性的な各施設の

回遊性向上を目指し、新たな 

「まちあそび」を創出します。 

 

 

 

■基本戦略４に係る施策のスケジュール 

 

 

 

 

 

施策の内容 
スケジュール 

短期 

(10年) 

中期 

(20年) 

長期 

(30年) 

地域の魅力や観光資源を活用した賑わい空間の形成 
①【潮江地区】良好な水辺空間に市民や旅行客が集い楽しむことが 
出来る空間の形成 

   

①【三里地区】観光資源として有効活用するためのレジャー空間の形成    

②高知港内における小型旅客船ネットワークの構築    

 

堀川 

潮江 

弘化台 

新港 

桂浜 

■基本戦略４ 

地域の魅力や観光資源を活用した賑わい空間の形成 

 “みなと”と市民が触れ合うことができる空間を提供するとともに、世界・全国

からの観光客の玄関として「おもてなし空間」を創造し、賑わいや潤いのある魅

力的なウォーターフロント空間の形成を図ります。 

図 2-9三里地区 防波堤の有効活用 図 2-10 潮江地区 賑わい空間の形成 

 

 

図 2-11 小型旅客船ネットワークの構築イメージ 

 

防波堤等を釣り施設として開放 

わんぱーくこうちとの連携 

完成イメージパース 

とさでんの活用 

賑わい空間の 
形成 

連携 

夜の海に浮かぶ対岸の工場夜景 
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2.2.3. 基本戦略５・６【安全・安心】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 防災拠点港としての機能強化 

【三里地区】防波堤の延伸・粘り強い化の早期完成 

津波に対して、防災・減災効果を発揮できる

よう、三重防護事業の第一ラインとなる現在整

備中の防波堤の延伸・粘り強い化について早期

に完成させ、安全で安心な港を目指します。 

 

 

② 防災拠点港としての機能強化 

【三里地区】耐震強化岸壁の整備 

三里地区に、新たに大規模災害時における緊

急物資の輸送用の耐震強化岸壁を配置し、地域

防災力の強化を目指します。 

 

 

 

③ 訓練等を通じた実効性の担保による港湾ＢＣＰ

の充実（ＢＣＭ実施） 

大規模災害時における実行性を向上

させるために、定期的な机上訓練や緊

急物資の輸送訓練等を通して、ＰＤＣ

Ａサイクルに基づいた港湾ＢＣＰの充

実を図ります。 

 

■基本戦略５に係る施策のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 
スケジュール 

短期 

(10年) 

中期 

(20年) 

長期 

(30年) 

安全な企業活動や安心な暮らしを維持するための港湾の防災機能強化 

①防災拠点港としての機能強化 

【三里地区】防波堤の延伸・粘り強い化の早期完成 
   

②防災拠点港としての機能強化 

【三里地区】耐震強化岸壁の整備 
   

③訓練等を通じた実効性の担保による 港湾ＢＣＰの充実 

（ＢＣＭ実施） 
   

 

■基本戦略５ 

安全な企業活動や安心な暮らしを維持するための港湾の防災機能強化 

 

 大規模災害発生時において、緊急物資輸送等の海上輸送による拠点機能の強化を

図るとともに、港湾と背後道路ネットワークを一体として機能させることにより

地域防災力の向上を目指します。 

 港湾ＢＣＰの実行性の向上を図り、港湾施設・企業活動が早期に再開可能となる

よう港湾の強靱化を図ります。 

図 2-12 高知新港を活用した緊急物資輸送網

 

図 2-13 奈半利港航路啓開訓練の状況 

32 33 

56 

384 

44 

大部分の地区
が長期進水の
影響を受ける 

浦戸湾内の海上
啓開には時間を
要する 

高知ＩＣ 

高知南ＩＣ 

高知新港 

374 

34 

376 

36 
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① 適切な維持管理計画の更新、維持管理計画に基づいた点検・補修・長寿命化工事の実施 

維持管理計画に基づき点検・調査を実施するとともに、施設の劣化状況や利用状況

を踏まえ対策の優先順位づけを行い、適切な時期に補修・長寿命化工事を実施してい

きます。 

 

② 利用状況や将来的な利用計画に応じた機能の集約や見直しによる埠頭の再編 

浦戸湾内は港湾施設の将来動向を見据え、残すべき既存ストックを選別するととも

に、機能の集約化や必要なスペック見直し等を図ることにより、コンパクトで効率的

な埠頭へ再編します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-14 利用状況や将来的な利用計画に応じた機能の集約や見直しが必要な地区 

 

■基本戦略６に係る施策のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本戦略６ 

既存ストックの適正管理と有効活用するための戦略的ストックマネジメントの推進 

 

 既存インフラの価値の最大化を図っていくため、施設の利用や劣化状況を踏まえ、

効率的かつ効果的な維持管理・修繕を実施するなど、戦略的な維持管理により港

湾利用者の安全・安心の確保を目指します。 

施策の内容 
スケジュール 

短期 

(10年) 

中期 

(20年) 

長期 

(30年) 

既存ストックの適正管理と有効活用するための戦略的ストックマネジメントの推進 

① 適切な維持管理計画の更新、維持管理計画に基づいた 

点検・補修・長寿命化工事の実施 
   

②利用状況や将来的な利用計画に応じた機能の集約や見直しによる

埠頭の再編 
   

 

弘化台地区 

潮江地区 

港町地区 

仁井田地区 

見直しが必要な埠頭 
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2.2.4. 基本戦略７【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

① 情報通信技術の積極的活用 

ＡＩ、ＩoＴ等革新的に進化する情報通信技術を積極的に取り入れ、物流の効率化・

安定化を図っていくとともに、災害時における緊急物資輸送等の円滑化を図り、物流

機能維持に繋げていきます。 

 

 

 

 

 

■基本戦略７に係る施策のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 
スケジュール 

短期 

(10年) 

中期 

(20年) 

長期 

(30年) 

情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靭化への対応 

➀情報通信技術の積極的活用    

 

■基本戦略７ 

情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靭化への対応 

 

 AI(人工知能)や IoT などの飛躍的な情報通信技術の発展に応じて、それを活用し

ていくことによる港湾のスマート化や強靭化への対応を推進します。 

図 2-15 情報通信技術活用イメージ 

 

区分 目指す将来イメ ージ

発災時の情報収
集・ 情報提供

IoTを活用した高度なセンシング技
術やド ローン等を活用し 、 早期に被
災状況を把握する体制の構築

大規模災害発生後に、 被災状況や港
湾・ 道路等のインフラの利用可否、
代替ルート 情報等を延滞なく 提供で
きるシステムの導入

区分 目指す将来イメ ージ

国際コンテナ輸送

フェ リ ー・ RORO
輸送

AIやIoT、 自動化技術を組み合わせ、 コ
ンテナ蔵置の最適化や貨物の搬入・ 搬
出の迅速化等を図ることにより 、 生産
性を有するコンテナターミ ナルの形成

AI等を活用した船舶の自動運航・ 航行
支援技術の導入や高規格な荷役機械・
乗降施設、 自動運航船舶と連携した自
動離着岸システム、 ターミ ナル内横持
ち自動運転等の導入

シャーシにリ アルタイムで動態を把握
する情報通信技術を装備し 、 共同利用

を推進することにより 輸送の効率化の
推進
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2.3. 空間利用ゾーニング 

以上の基本戦略を踏まえ、高知港長期構想における空間利用ゾーニング（案）を以下

のように設定します。 

 

三里地区

桂浜地区

仁井田地区

タナスカ地区

弘化台地区

横浜地区

西孕地区

潮江地区

中之島地区

御畳瀬地区

エネルギーゾーン

物流・産業関連ゾーン

レクリエーション・緑地ゾーン

船溜まり関連ゾーン

物流・産業関連ゾーン

【 凡例】

エネルギーゾーン

交流拠点（ にぎわい）
ゾーン

物流・ 産業関連ゾーン

防災ゾーン船溜まり 関連ゾーン

レクリ エーショ ン・
緑地ゾーン

防災ゾーン

交流拠点(にぎわい)ゾーン

船溜まり関連ゾーン

水産業ゾーン

水産業ゾーン

船溜まり関連ゾーン

種崎地区

防災ゾーン

物流・産業関連ゾーン

 

防災ゾーン 船だまり関連ゾーン 

レクリエーション・緑地ゾーン 

船だまり関連ゾーン 

船だまり関連ゾーン 

物流・産業関連ゾーン 

物流・産業関連ゾーン 

防災ゾーン 物流・産業関連ゾーン 

エネルギーゾーン 
交流拠点(にぎわい)ゾーン 

水産業ゾーン 

西孕地区 

横浜地区 

潮江地区 

中之島地区 

弘化台地区 

タナスカ地区 

仁井田地区 

三里地区 

種崎地区 

御畳瀬地区 

桂浜地区 
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2.4. 各地区における具体的施策の展開 

2.4.1. ハード対策 

基本戦略を踏まえて、各地区のハード対策の展開は以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大水深岸壁整備
(-12m～-14m）

大水深岸壁整備
(-10m～-12m 岸壁 2 バース）

バルク貨物のための
埠頭用地の確保

貨物の分散による
混雑の緩和

クルーズ船利用

西工区

仮防波堤前面

南
防
波
堤
1,300m（1,000m整

備
済
み
）

東第1防波堤

1,100m延伸完了1,000m

300 m

東第2防波堤

　　　　　270m

防波堤延伸

短期 中期

三里地区

桂浜地区

仁井田地区

タナスカ地区

弘化台地区

横浜地区

西孕地区

潮江地区

【 三里地区】
〇コンテナ船の大型化に対応した係留機能の強化

【 三里地区】
〇西工区 港湾活動用地の造成
〇国際物流ターミ ナル整備(仮防波堤前面）

【 三里地区】
〇荷役障害の解消や機会損失を防ぐ

ための港内静穏度の向上

〇防災拠点港としての機能強化
防波堤の延伸・ 粘り強い化の早期完成

【 潮江地区】
〇民間資金も活用した賑わい空間の形成を図り 、
地域のブランド 価値の向上を図る

〇高知港内における小型旅客船ネッ ト ワークの構築

短期 中期

短期

-8m岸壁・ 泊地 -10m  ～ -12m岸壁・ 泊地へ増深

短期 中期 長期

【 三里地区】
〇西工区

国際物流ターミ ナル整備

短期 中期

【 三里地区】
〇防災拠点港としての機能強化

耐震強化岸壁の整備

中期 長期

短期 中期

【 三里地区】
〇世界最大級のクルーズ客船に対応した港湾機能の強化
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2.4.2. ソフト対策 

   基本戦略を踏まえて、各地区のソフト対策の展開は以下のようになります。 
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2.5. 施策のスケジュール 

基本戦略における具体的施策について、短期（10年）、中期（20年）、長期（30年）

の視点で時期別にまとめると以下のようになります。 

 

施策の内容 

スケジュール 

短期 

(10年) 

中期 

(20年) 

長期 

(30年) 

物
流 

基本戦略１ 地域産業の持続的な発展や競争力強化に資する港湾機能の強化と埠頭の再編 

 

➀-1【三里地区】（西工区）港湾活動用地の造成⇒浚渫土の有効活用（維持管理費等コスト削減）  

  

①-2【三里地区】（西工区）国際物流ターミナル整備（バルク貨物への対応）    

②【三里地区】（仮防波堤前面）国際物流ターミナル整備⇒既存ストックの有効活用 
   

③ 荷役障害の解消や機会損失を防ぐための港内静穏度の向上 
   

④ 県内企業のニーズにあった海陸一貫輸送システムの構築(フェリー・RORO航路の誘致）  

  

基本戦略２ 地産外商を支え、県内企業の国際競争力を強化するための国際コンテナ物流拠点の形成 

 

➀コンテナ船の大型化に対応した係留機能の強化【三里地区】-8mコンテナ岸壁の増深  

 
 

②県内の他港利用貨物を取り込むための集荷機能の向上 
   

③農林水産物の輸出促進拠点の形成  

  

交
流 

基本戦略３ クルーズ船の受入機能や体制の強化によるクルーズ拠点の形成 

 

①世界最大級のクルーズ船に対応した港湾機能の強化 
   

②クルーズ船の誘致や受入体制の充実化 
   

基本戦略４ 地域の魅力や観光資源を活用した賑わい空間の形成 

 

①【潮江地区】良好な水辺空間に市民や旅行客が集い楽しむことが出来る空間の形成  

  

①【三里地区】観光資源として有効活用するためのレジャー空間の形成    

②高知港内における小型旅客船ネットワークの構築  

  

安
全
・
安
心 

基本戦略５ 安全な企業活動や安心な暮らしを維持するための港湾の防災機能強化 

 

①防災拠点港としての機能強化【三里地区】防波堤の延伸・粘り強い化の早期完成 
   

②防災拠点港としての機能強化【三里地区】耐震強化岸壁の整備 
   

③訓練等を通じた実効性の担保による 港湾ＢＣＰの充実（ＢＣＭ実施） 
   

基本戦略６ 既存ストックの適正管理と有効活用するための戦略的ストックマネジメントの推進 

 

①適切な維持管理計画の更新、維持管理計画に基づいた点検・補修・長寿命化工事の実施  

  

②利用状況や将来的な利用計画に応じた機能の集約や見直しによる埠頭の再編  

  

   基本戦略７ 情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靭化への対応 

 
 

➀情報通信技術の積極的活用  
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2.6. 高知港長期構想の実現に向けて 

高知港港長期構想は、将来像として物流面では、「産業振興や経済成長を牽引する物

流・生産拠点としての“みなと”」、交流面では、「国内外の旅行客や市民に開かれた交

流の場としての“みなと”」、安全・安心面では、「自然災害や老朽化に対する安全や安

心を確保する場としての“みなと”」を目指し、７つの基本戦略とそれに基づく施策・

取組内容を示しています。これら施策を展開することで、高知港の更なる発展を目指し

てまいります。 

今後は、これらの内容を高知港港湾計画に反映させ、実現に向けて港湾関係者や関係

行政機関等が連携し取り組んでまいります。 

また、この取組の途中で、社会情勢等が変化する可能性もあり、適正な進行管理と必

要な見直しを行ってまいります。 

 

 

 


